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63,991人　（R８.１月時点）

平均年齢　４０．２歳  全国1位 ※令和２年国勢調査

人口増加率　県内３位
面積　２１．５５キロ平方メートル

リニモ

イオンモール
IKEA長久手
４つの大学

ジブリパーク

愛知県長久手市について

リニモテラス公益施設

長久手古戦場記念館
（R8.4開館）
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介助犬総合訓練センター
シンシアの丘

提供：社会福祉法人日本介助犬協会



事業のポイントとなる視点

段階的な自立論ではなく、就労からのアプローチを行う
こと

就労ありきではなく、「働くこと」が社会参加の第一歩と
なり得ること（従来の相談（福祉）や居場所ではなく、
「まず働く」という入口をつくる）

福祉だけではなく、他分野や地域への面的な広がりを
重視し、地域に根ざした人と人とのつながりによる仕組
みをつくること

02 事業の経緯

背景

課題

　主として障がい福祉分野における相談支援事業の課題認識から事業立案し、令和６年度に障がい者自立支援協議
会にプロジェクトチームを設置。

事業の
方向性

将来像

• 就労のつまづき等による二次障害、長期
ひきこもり、生活困窮者の把握

• 働きづらい人の相談増加

• 行政等への相談のしづらさ

• 働きづらさを抱える人への支援策不足

• 「働くこと」からの社会参加機会の創出
• 行政と地域の事業者との協働

• 自立運営を基本とした民間の就労支援プ
ラットフォームの整備

• 多様な人が多様な働き方ができる地域社
会の実現

• 地域の事業者の労働力の確保

• 職住近接の地域住民のつながりの再構築
と地元経済の持続的な循環

背景等と目指す将来像

事業の推進体制

・障がい福祉担当部署（事務局）

・障がい者基幹相談支援センター（共同事務局）
　※委託により市社会福祉協議会が運営

・重層的体制支援整備事業・地域づくり担当部署

・生活困窮者自立支援事業担当部署

・しごと・くらし・つながりセンター
　※委託により市社会福祉協議会が運営

・学識経験者（社会福祉学）

市における位置づけ、財源等
・本事業は、障害者総合支援法に基づく障がい者自立支援協議会の取組として市及び障がい者基幹相談支援センターが協働実施。
・市においてアクションプラン（実施計画）事業に位置づけ、2年間分の事業予算を確保。
・令和６年度は、地域生活支援事業費補助金（厚労省）、令和７年度は社会参加・活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金を活用。 3



一　 　　般　　　 就　　 　労

福祉的就労

福祉相談機関・窓口・居場所等

就労体験

働きづらさを抱える人
（グレーゾーン、ひきこもり状態、ブランクがある、コミュニケーションが苦手など）

本
事
業
（
新
し
い
就
労
支
援
の
形
）

障害者手帳・
医師の診断等
が必要

必ずしも障害の
認定・診断、
窓口の経由を
必要としない

支援の枠組みで
展開される

相談窓口等は、
ハードルが高い

従
来
の
就
労
支
援
の
制
度

福祉就労的
機能

福祉相談機関
・窓口機能

居場所
機能

超短時間・フレックス
タイム制就労

「働きたい」は、
ハードルが低い

出典：金城学院大学人間科学部コミュニティ福祉学科 橋川健祐准教授　作成資料

03 従来の就労支援の制度と本事業の相違点
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04 取組内容及び成果・課題等

Ｒ６

Ｒ７

Ｒ８
（予定）

• 協力事業者の発掘

• 先進事例の勉強会

• ３事業者で３人が短時間就労（実証）

• 事業者との意見交換会

• 協力事業者の発掘（継続）

• 「働く」について考える講演会

• ６事業者で６人が短時間就労（実証）

• 事業者の発掘、短時間就労（試行運用）

• 官民協働プラットフォームの整備

• 寄付付き商品・サービス開発等を通した
事業者の応援

• GCFによる資金調達への挑戦

取組内容

• ２か月の就労期間は、心理的負担が少なく参加しやすい。

• （職場での）挨拶や相談、日常生活での人との会話など、対人関係が改善した。

• 自身の背景を深く知られずに働き始められたことがよかった。（結果的には、自
ら背景を語り始めた。）

• 働くことへの意識の変化や進路について考えるきっかけとなった。（中には、今
後の進路として、自ら福祉就労を選択した人もいた。）

※事業者の業種は、飲食、農業、建設、清掃等

本人（参加者）

• 回を重ねると、コミュニケーションが円滑になったり、自発的に取り組んだりす
る様子が見られた。

• ２か月の就労期間は、（本人の）次のステップを考慮すると短いと感じた。

• 労働力確保策にはならないが、職場の雰囲気に変化が見られた。

• 一定の雇用リスクがあるため、無償など形態が様々あるとよい。

• 本人の背景等が事前に知らされず、不安を感じた。

事後評価から

素性や背景を知られることなく働ける本人の安心感

事業者の温かい関わりが本人の心情や行動に好影響

事業者への伴走・フォローの重要性

「就労ありき」としない社会参加の選択肢づくり

地元事業者との連携による職住近接の実現

社会貢献事業者としての評価向上、地域内での信頼獲得

寄附付き商品等の消費を通じた市民（当事者を含む）の参画

Point

事業者

官民協働のプラットフォームのイメージ

働きづらさを抱える人

プラット

フォーム

行政・社会福祉協議会

相談・申込

伴走・フォロー

伴
走

相
談

情報共有

ノウハウ共有

事業者開拓

相談
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（参考）事業リーフレット（令和７年4月発行）



令和６年度の取組をまとめた本リーフレットは、長久手市ホームページに掲載しています。 7




